
号

外

一�
平

成
二
十
八
年

七

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

訓

令

甲

○
岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

人

事

課)

二

規

則

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

藤
野�
巳
副
知
事｣

を｢

岸
敬
也
副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(
平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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毎
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日



る
。第

九
条
第
一
項
の
表
国
際
課
の
項
中｢

、
国
際
連
携
係｣

を
削
り
、
同
条
第
五
項
の
表
観
光
企
画
課

の
項
中｢
海
外
戦
略
推
進
係｣

の
下
に｢

、
国
際
連
携
係｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
イ
中｢

総
務
部｣

の
下
に｢(

財
政
及
び
人
事
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。)｣

を
加
え
、

同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
二
号
中｢

藤
野�
巳
副
知
事｣

を｢

岸
敬
也
副
知
事｣
に

改
め
、
同
号
イ
中｢

知
事
直
轄
組
織(

知
事
会
及
び
地
方
分
権
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。)｣

を｢

総
務

部(

財
政
及
び
人
事
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。)｣

に
改
め
、｢

清
流
の
国
推
進
部｣

の
下
に｢(

総
合
政

策
及
び
議
会
調
整
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。)｣

を
加
え
、｢

(

防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事

項
を
除
く
。)｣

を
削
り
、｢

、
商
工
労
働
部
及
び
都
市
建
築
部｣

を｢

及
び
商
工
労
働
部｣

に
改
め
、

同
号
ロ
中｢

、
人
事
委
員
会｣

を
削
り
、
同
条
第
三
号
イ
中｢(

秘
書
広
報
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。)

、

危
機
管
理
部(

防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム｣

を｢

、
清
流
の
国
推
進
部(

総
合
政
策
及
び
議
会
調
整｣

に
改
め
、｢

県
工
整
備
部｣

の
下
に｢

、
都
市
建
築
部｣

を
加
え
、
同
号
ロ
中｢

教
育
委
員
会｣

の
下

に｢

、
人
事
委
員
会｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

藤
野�
巳
副
知
事｣

を｢

岸
敬
也

副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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